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剰余金の配当（第 3四半期配当）の実施について 

 

当行は、本日開催の取締役会において、下記のとおり平成 26 年度第 3四半期末（平成 26

年 12 月 31 日）を基準日とする利益配当を行うことを決議いたしました。 

普通株式に係る 1株あたり配当金は、第 3四半期までの連結純利益（342 億円）が通期業

績予想 430 億円に対して順調に推移していることから、第 1 四半期・第 2 四半期配当の 3

円より 1円増配し 4円といたします。なお、平成 26 年度の年間配当予想（14.7 円）は変更

ございません。 

優先株式については、定款に定める優先四半期配当金をお支払いいたします。 

なお、公的資金の分割返済に相当する特別優先配当につきましては、期末配当による年

一回の支払いであり、今回配当はございません。 

 

記 

 

１．普通株式の利益配当の内容  

 決定額 直近の配当予想 
前期実績 

（平成 25年 12 月期） 

基準日 平成 26 年 12 月 31 日 平成 26 年 12 月 31 日 平成 25 年 12 月 31 日 

１ 株 当 たり       

配当金 
4 円 － 4 円 

配当金の総額 4,666 百万円 － 4,666 百万円 

効力発生日 平成 27 年 3 月 16 日 － 平成 26 年 3 月 17 日 

配当原資 その他利益剰余金 － その他利益剰余金 

 

2．第四回優先株式の利益配当の内容  

 決定額 直近の配当予想 
前期実績 

（平成 25年 12 月期） 

基準日 平成 26 年 12 月 31 日 平成 26 年 12 月 31 日 平成 25 年 12 月 31 日 

１ 株 当 たり       

配当金 
2 円 2 円 2 円 25 銭 

配当金の総額 48 百万円 － 54 百万円 

効力発生日 平成 27 年 3 月 16 日 － 平成 26 年 3 月 17 日 

配当原資 その他利益剰余金 － その他利益剰余金 



 

3．第五回優先株式の利益配当の内容  

 決定額 直近の配当予想 
前期実績 

（平成 25年 12 月期） 

基準日 平成 26 年 12 月 31 日 平成 26 年 12 月 31 日 平成 25 年 12 月 31 日 

１ 株 当 たり       

配当金 
1 円 48 銭 8 厘 1 円 48 銭 8 厘 1 円 67 銭 4 厘 

配当金の総額 319 百万円 － 359 百万円 

効力発生日 平成 27 年 3 月 16 日 － 平成 26 年 3 月 17 日 

配当原資 その他利益剰余金 － その他利益剰余金 

 

 

（参考）配当予想 

 

１．普通株式の配当予想の内容  

 1 株あたり配当金 

基準日 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期 末 合 計 

配当予想    4.7 円 14.7 円 

当期実績 3 円 3 円 4 円   

前期実績 
(平成26年3月期) 

3 円 3 円 4 円 4.5 円 14.5 円 

（注１）平成 26 年度の年間配当予想は、平成 26 年 5 月 15 日公表から変更はありません。

業績予想における連結当期純利益（430 億円）の 40％を配当総額とし、平成 26 年

12 月末現在の発行済普通株式数（自己株式を除く）で除した額を基礎として算定

しております。 

 

 

2．第四回優先株式の配当予想の内容 

 1 株あたり配当金 

基準日 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期 末 合 計 

配当予想    2 円 8 円 

当期実績 2 円 2 円 2 円   

前期実績 
(平成26年3月期) 

2 円 25 銭 2 円 25 銭 2 円 25 銭 2 円 25 銭 9 円 

（注１）第四回優先株式に関しては、定款の定めに従い、各四半期毎に優先配当金を支払

う予定です。 

 

 



3．第五回優先株式の配当予想の内容 

 1 株あたり配当金 

基準日 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期 末 合 計 

配当予想    1円48銭8厘 5円 95銭 2厘

当期実績 1円48銭8厘 1円48銭8厘 1円48銭8厘   

前期実績 
(平成26年3月期) 

1円67銭4厘 1円67銭4厘 1円67銭4厘 1円67銭4厘 6 円 69 銭 6 厘

（注１）第五回優先株式に関しては、定款の定めに従い、各四半期毎に優先配当金を支払

う予定です。 

 

以上 


